
令和８年度

小坂町会計年度任用職員採用試験

受験案内

受付期間 令和 ８ 年 ４ 月 １０ 日 （金） ～ 令和 ８ 年 ４ 月 １６ 日 （木）

試 験 日 令和 ８ 年 ４ 月 １７ 日（金）

試 験 場 小坂町役場

問い合わせ

申込書請求

受験申込み

小坂町役場 総務課 職員採用担当

電話 ： ０１８６－２９－３９０１

〒 ０１７－０２９２ 小坂町小坂字上谷地４１－１
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■ 小坂町会計年度任用職員（パートタイム）採用試験を次のとおり行います。

１．試験職種、勤務場所、勤務時間、休憩時間、報酬及び採用予定人員

職種 勤務場所 勤務時間 休憩時間 報酬 人員

８時３０分～１６時１５分 １２時～ 月額

N 自動車運転手 役場 週５日勤務 １３時 190,765円～ １人

（公用車運転や冬期の除雪等 １時間 200,860円
により土日・祝日・時間外

勤務有り）

２．受験資格

（１）欠格事項

次のいずれにも該当しない者であれば受験できます。

① 日本の国籍を有しない者

② 地方公務員法第１６条の規定により地方公務員となることができない者

・禁錮以上の刑（令和７年６月１日より拘禁刑）に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者

・本町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、またはこれに加入した者

（２）資格

（１）のほか、第１種運転免許（普通自動車免許、大型免許、大型特殊免許）を所持しており、国

土交通省が定める除雪車を運転できる講習を修了した者であれば受験できます。

３．試験の方法

口述試験を行います。また、資格調査を別途行います。

試験内容 口述試験 （資格調査）

試験方法 面接により主として人物についての試験 受験資格の有無及び申込書記

載事項の真否について調査
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４．試験日及び場所

試験内容 口 述 試 験

日 時 令和８年４月１７日（金）

受付開始 午前９時３０分

試験説明 午前９時５０分～午前１０時

試 験 午前１０時～

場 所 住 所：小坂町小坂字上谷地４１－１

会場名：小坂町役場

※ 試験説明開始時刻に遅れた場合は受験できません。

また、携帯電話の試験中の使用（時計代わりの使用を含む）は認めません。

５．合格者発表

合格者発表 令和８年４月下旬 役場前掲示板に掲示するほか、合格者に通知します。

６．合格から採用までの経路

（１）合格者は任用候補者名簿に登載され、そのうちから採用者が決定されます。

（２）この名簿からの採用は、令和８年４月以降の予定です。

７．受験手続及び受付期間

（１）申込用紙の請求

申込用紙は小坂町役場総務課職員採用担当に請求してください。郵便で請求する場合は封筒の表に、

「小坂町会計年度任用職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明記して１４０円切手を貼っ

た返信用封筒（Ａ４）を必ず同封して簡易書留等で郵送してください。

普通郵便での送付による事故には対応できません。

（２）申込手続

① 持参の場合 申込書に所要事項を全部記入し、申込書の受験票部分には最近撮影した上半身、脱帽、

正面向き、縦４センチ、横３センチの写真１葉を貼り、履歴書を添えて小坂町役場

総務課職員採用担当宛に提出してください。

② 郵送の場合 ①と同じものと宛先を明記して１１０円切手を貼った返信用封筒（定型）を必ず同封

して、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きして簡易書留で郵送ください。

普通郵便での送付による事故には対応できません。

受験日の２日前までに受験票が届かない場合は、必ずお問い合わせください。
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（３）受付期間

令和８年４月１０日（金）から令和８年４月１６日（木）まで

※申込は土曜日・日曜日を除く午前９時から午後４時４５分までです。

※郵送の場合も令和８年４月１６日（木）までに届いたものに限り受付します。

（４）提出書類等

① 申込書 １部（所定の用紙を使用すること。）

② 履歴書 １部（所定の用紙を使用すること。）

８．試験結果の開示

（１）試験結果については、本人が口頭で開示を請求することができます。

（２）電話やはがき等による請求はできません。

（３）受験者本人が本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持参の上、土曜日・日曜日・祝祭日

を除く午前９時から午後４時４５分までの間に小坂町役場総務課職員採用担当窓口へ直接おいでくだ

さい。

（４）試験の開示は、不合格者に対してのみ行い、試験の総合得点、試験種目別得点及び総合順位の開

示とし、試験合格の発表の日から１か月間とします。

９．その他

（１）申し込みを受理した場合、申込者に対し受験票を交付します。

（２）小坂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の定めに従い、報酬のほか通勤手当、

期末手当等の諸手当が支給されます。

（３）役場（本庁）は、出入口・エレベーター・トイレ等、秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に

則した設備を有しています。

（４）障害者手帳をお持ちの方については、業務遂行上の合理的配慮等の確認のため、障害の状況（障害の

種別や程度）や配慮事項等を可能な範囲で履歴書に記入してください。
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小坂町会計年度任用職員採用試験 会場図
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